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令和８年度相筋第１樋門外６件操作業務

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
紀南河川国道事務所長
田中　雄三
和歌山県田辺市中万呂１４２

令和　８年　４月　１日

新宮市長

¥３，７５８，８３２－

　本業務は、新宮川水系熊野川川他の相筋第一樋門外６件における施設の操作を
実施するものである。
　河川管理施設の施設操作については、河川法第９９条の規定に基づき、関係地方公
共団体に委託することができる。
　相筋第一樋門外６件はその操作を行う影響が新宮市の区域に限られる。
　以上のことから、本業務を履行できるのは、唯一、新宮市であるので随意契約を行
うものである。


